
 

 

令和２年度 事後評価対象事業一覧 

 

事後評価対象事業の該当条件 

①新規採択時評価又は再評価を実施した事業のうち，事業完了後５年以内（廃棄物処理施設整備

事業にあっては，事業完了後７年以内）の事業 

②市長その他の本市の行政機関が必要であると判断した事業 
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番 

号 
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採択 

年度 
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完了 

年度 
備考 

街
路
事
業 

１ 深草疏水通 

延長 L=524m 

幅員 W=6.0～ 

21.0m 

H8 ① H27 
平成22年度 

再評価実施 

道
路
事
業 

２ 城南宮道 
延長 L=280m 

幅員 W=12.0m 
H10 ① H27 

平成23年度 

再評価実施 

 

別紙３ 


